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１ 最低賃金の引上げについて
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最低賃金制度の概要と決定方法

• 最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないこととする制度。

• 地域別最低賃金は、各都道府県ごとに決定。令和６年度全国加重平均は1,055円（最高額:1,163円[東京都]、最低額:951円[秋田県］）。

最低賃金制度の概要

地域別最低賃金の決定の流れ

• 地域別最低賃金は、地域における①労働者の生計費、②賃金、③企業の賃金支払能力を考慮して定める（最賃法第９条第２項）

（※）労働者の生計費を考慮するに当たっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする（最賃法第９条第３項）

• 中央最低賃金審議会では、各種の経済指標（※）等を元に議論。その際、上記の３要素やその時々の事情（政府方針等）を考慮。

（※）消費者物価指数、標準生計費、春闘結果、夏期賞与・一時金妥結状況、最低賃金に関する実態調査結果、賃金・労働時間指数の推移、名目ＧＤＰ、県民所得、

日銀短観による業況判断、中小企業景況調査による業況判断、法人企業統計の労働生産性、完全失業者数・完全失業率、有効求人倍率、未満率・影響率等

地域別最低賃金の決定基準

６月下旬頃 厚生労働大臣から中央最低賃金審議会に諮問。

６月下旬頃～７月下旬頃 中央最低賃金審議会にて調査審議（４回程度） ⇒ 改定額の「目安」（※）を答申。
（※）全都道府県を経済指標に基づきＡ・Ｂ・Ｃの３つのランクに分けた、各ランクの改定額の「目安」。

７月下旬頃～８月頃 目安額を参考にしつつ、都道府県労働局の地方最低賃金審議会にて調査審議 ⇒順次、改定額を答申。

10月以降 順次、改定後の地域別最低賃金の効力発生。

（※）「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とした。

改定年度 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

改定額（円） 798 823 848 874 901 902 930 961 1,004 1,055

目安額（円） 18 24 25 26 27
示さず
（※）

28 31 41 50

対前年度引上げ額 （円） 18 25 25 26 27 １ 28 31 43 51

対前年度引上げ率 2.3% 3.1% 3.0% 3.1% 3.1% 0.1% 3.1% 3.3％ 4.5％ 5.1％

地域別最低賃金額の推移（全国加重平均）
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令和６年度 地域別最低賃金額一覧

ラ

ン

ク

都道府県名
目安額

【円】

引上げ額

【円】
目安差額

ラ

ン

ク

都道府県名
目安額

【円】

引上げ額

【円】
目安差額

埼 玉 50 ±０ 和 歌 山 51 ＋１

千 葉 50 ±０ 島 根 58 ＋８

東 京 50 ±０ 岡 山 50 ±０

神 奈 川 50 ±０ 広 島 50 ±０

愛 知 50 ±０ 山 口 51 ＋１

大 阪 50 ±０ 徳 島 84 ＋34

北 海 道 50 ±０ 香 川 52 +2

宮 城 50 ±０ 愛 媛 59 ＋９

福 島 55 ＋５ 福 岡 51 ＋１

茨 城 52 +2 青 森 55 ＋５

栃 木 50 ±０ 岩 手 59 ＋９

群 馬 50 ±０ 秋 田 54 +4

新 潟 54 +4 山 形 55 ＋５

富 山 50 ±０ 鳥 取 57 ＋７

石 川 51 ＋１ 高 知 55 ＋５

福 井 53 ＋３ 佐 賀 56 ＋６

山 梨 50 ±０ 長 崎 55 ＋５

長 野 50 ±０ 熊 本 54 ＋４

岐 阜 51 ＋１ 大 分 55 ＋５

静 岡 50 ±０ 宮 崎 55 ＋５

三 重 50 ±０ 鹿 児 島 56 ＋６

滋 賀 50 ±０ 沖 縄 56 ＋６

京 都 50 ±０

兵 庫 51 ＋１

奈 良 50 ±０

51

Ｂ C

B

1010

973

955

1005

1004

985

985

998

984

984

最低賃金時間額

【円】

最低賃金時間額

【円】

Ａ

1078

1076

1163

1162

1077

1114

50

988

998

1001

1034

1023

1017

1058

1052

986

980

962

982

1020

979

980

970

956

992

953

952

951

50

50

50956

953

952

954

952

全国

加重平均額

955

957

952

953

952

1055

5



事業場内の最低賃金（事業場内で最も低い時間給）を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備
投資等を行った中小企業・小規模事業者に対し、その設備投資等に要した費用の一部を助成する。

【助成率】

【助成上限額】

【対象事業場】
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内

引上げ労働者数 30円コース 45円コース 60円コース 90円コース

1人 30万円（60万円） 45万円（80万円） 60万円（110万円） 90万円（170万円）

2～3人 50万円（90万円） 70万円（110万円） 90万円（160万円） 150万円（240万円）

4～6人 70万円（100万円） 100万円（140万円） 150万円（190万円） 270万円（290万円）

7人以上 100万円（120万円） 150万円（160万円） 230万円 450万円

10人以上 120万円（130万円） 180万円 300万円 600万円
※ （ ）書きの上限額は、事業場規模30人未満の事業者が対象。
※ 引上げ労働者数10人以上の助成上限額区分は、原材料費の高騰などの影響を受けている事業者（売上高総利益率又は売上高営業利益率が昨年と比較して３％ポイント減）
又は事業場内最賃950円未満の場合のみ対象。

【助成対象の特例的な拡充】

助
成
対
象
の
例

 POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
 リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

設備投資

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

その他  顧客管理情報のシステム化

 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

業務改善助成金の概要

900円未満 900円以上950円未満 950円以上

9/10 4/5(9/10) 3/4(4/5)

※（）内は生産性要件を満たした事業者の場合

原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が３％ポイ
ント以上低下した事業者に限り、以下の経費も助成。
・乗車定員７人以上又は200万円以下の乗用自動車及び貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器の新規導入

賃金引上
げ計画

設備投資等に
要した費用の
一部を助成

設備投資
等の計画

計画の承認
及び実行
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令和7年度概算要求における「賃上げ」支援助成金パッケージ

キャリアアップ助成金（正社員化コース・賃金規定等改定コース）
【633億円】

①非正規雇用労働者を正社員転換し、従前よりも３％以上の賃上げを行った
場合（正社員化コース）、②非正規雇用労働者の基本給を定める賃金規定を
３％以上増額改定し、その規定を適用した場合（賃金規定等改定コース）に
助成
➣賃金規定等改定コースにつき、賃上げ率の新たな区分を設定（２区分→４
区分、賃上げ率６％以上の場合はさらに引き上げ）、昇給制度を新たに設
けた場合の加算措置の創設

働き方改革推進支援助成金 【70億円】

労働時間削減等に向けた環境整備のために外部専門家のコンサルティ
ング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、改善の成
果を上げた場合に助成
➢ 現行の賃上げ率３％、５％の場合に加え、７％の場合の助成強化

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）【4億円】

雇用管理改善につながる制度等（賃金規程・諸手当等制度や人事評価
制度等）を労働協約・就業規則を作成・変更することにより導入し、離
職率低下を実現した事業主に対して助成

➢ 雇用管理制度助成コースを令和７年度から再開する際、人事評価改善

等助成コース（※）を統合の上、賃上げ（５％）を実現した場合の加

算を導入

（※）人事評価制度を整備、年功のみによらない賃金制度を設ける事業主への助成

業務改善助成金 【22億円】

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投
資等を行った場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成
➢ 地域間格差に配慮した助成率区分等の再編、支援時期等の見直し重点
化

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース） 【27億円】

◆ 労働者のスキルアップを在籍型出向により行うとともに、当該出向から復
帰した際又は出向開始１年後等の賃金を出向前と比して５％以上上昇させた
事業主（出向元）に対し、出向中の賃金の一部を助成

人材開発支援助成金 【620億円】

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等
を実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等助成
➢ 訓練終了後に賃上げ等した場合の賃金助成額の引き上げ（賃金上昇率
を踏まえた賃金助成額のベースアップの一環として実施）

生産性向上（設備・人への投資等）への支援 正規・非正規の格差是正への支援
拡充

拡充

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)【137億円】

◆ 就労経験のない職業に就くことを希望する就職が困難な者を雇い入れ、人
材育成計画を策定した上で、賃金引上げ（雇入れ日から３年以内に５％以
上）を行う事業主に対して助成

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）

【35億円】
◆ 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を、離職後３か月以
内に、期間の定めのない労働者として雇い入れたうえで、雇入れ前の賃金と
比して５％以上上昇させた事業主に対して助成

◆ 中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、①中途採用率を一定以上向上
させた場合、②中途採用率を一定以上向上し、そのうち45歳以上の者で一
定以上拡大させ、かつ、当該45歳以上の者全員の雇入れ時の賃金を雇い入
れ前と比して５％以上上昇させた場合のいずれかを満たした場合に助成

生産性向上（設備・人への投資等）や、正規･非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を通じ、
労働市場全体の「賃上げ」を支援。 （※下線部＝Ｒ７要求における拡充部分）

より高い処遇への労働移動等への支援

拡充

拡充

拡充

※ 生産性向上に資する設備投資への支援の在り方については、労働保険特別会計での助成を含め、予算編成過程において検討し、必要な見直しを行う。 7
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２ 労働安全衛生対策について
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• 労働安全衛生法（第6条）に基づき、労働災害の防止に関し基本となる目標、重点課題等を厚生労働大臣が
定める５か年計画。

• 令和5年度～令和9年度を期間とする「第14次労働災害防止計画」（14次防）について、労働政策審議会
安全衛生分科会での議論を経て、令和５年３月に策定されている。

労働安全衛生対策について（第14次労働災害防止計画）

〇 事業者の安全衛生対策の促進と社会的に評価される環境の整備を図っていく。そのために、厳しい経営環境等さまざまな事情が

あったとしても、安全衛生対策に取り組むことが事業者の経営や人材確保・育成の観点からもプラスであると周知する。

〇 ８つの重点事項を定め、転倒等の個別の安全衛生の課題に取り組んでいく。

〇 誠実に安全衛生に取り組まず、労働災害の発生を繰り返す事業者に対しては厳正に対処する。

〇【計画の目標】重点事項における取組の進捗状況を確認する指標（アウトプット指標）を設定するとともに、アウトプット指標を達成

した結果として期待される事項をアウトカム（達成目標）として定めている。

14次防の方向性

⑥
業種別の労働災害防止対策の推進

陸上貨物運送事業、建設業、製造業、林業

⑦
労働者の健康確保対策の推進

メンタルヘルス、過重労働、産業保健活動

⑧
化学物質等による健康障害防止対策の推進

化学物質、石綿、粉じん、熱中症、騒音、電離放射線

⑤ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

事
項

８
つ
の
重
点
事
項

①
自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

社会的に評価される環境整備、災害情報の分析強化、DXの推進

④
多様な働き方への対応や外国人労働者等の労
働災害防止対策の推進

②
労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業
行動に起因する労働災害防止対策の推進

③ 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
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2.36

3.10

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

全業種 介護施設等

介護施設における労働災害防止について
（令和６年３月29日付け基発0329第3 4号・老発0329第10号）

• 介護施設においては、近年、介護サービスの需要増大を背景として介護施設における労働災害が著しく増
加しており、その発生率（労働者1000人あたりの労働災害発生件数）も全産業の平均値より高く、１件の
労働災害による平均休業見込み日数も43.3日となっており、重篤な災害が多くなっている。

• 介護保険事業のご担当におかれても、労働災害の現状とともに労働災害防止に取り組むことの重要性の周
知や各種取組への働きかけ等をお願いしたい。

労働災害の発生率の比較（令和５年）
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業種別の休業４日以上の労働災害の推移
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製造業

建設業
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小売業

介護施設等

飲食店

データ出所：労働者死傷病報告（令和５年）
※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く

労働力調査（年次 2023年 Ⅱ-Ⅰ表 役員を除く雇用者）データ出所：労働者死傷病報告 ※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く 14



介護施設における労働災害防止について
（令和６年３月29日付け基発0329第3 4号・老発0329第10号）

介護施設等における休業４日以上の労働災害は、動作の反動・無理な動作（腰痛等）、転倒で約７割を占めて
いる。
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その他の事故の型

はさまれ、巻き込まれ

墜落、転落

動作の反動、無理な動作（腰痛等）

転倒による骨折等 約７割

介護施設等における休業４日以上の労働災害の推移 介護施設等における転倒・腰痛による労働災害の発生率
（令和５年）
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0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

転倒

データ出所：労働者死傷病報告（令和５年）
※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く

労働力調査（年次 2023年 Ⅱ-Ⅰ表 役員を除く雇用者）データ出所：労働者死傷病報告 ※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く

発生率＝労働者1000人あたりの労働災害発生件数
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介護施設における労働災害防止について
（令和６年３月29日付け基発0329第3 4号・老発0329第10号）

介護事業者が介護労働者の労働災害防止に取り組むことは、単に労働者の安全衛生確保という観点のみならず、
介護業界が直面する課題に直結する経営上の観点からも極めて重要

総合的な介護人材確保対策（主な取組）

介護職員の
処遇改善

多様な人材
の確保・育成

離職防止
定着促進
生産性向上

介護職
の魅力向上

外国人材の受
入れ環境整備

※上記内容は社会局・老健局資料「総合的な介護人材確保対策（主な取組）」で掲げる対策を列挙したもの。

介護従事者の労働災害防止は、介護業界が直

面する様々な問題に直結する経営上の重要課題

⚫ 人材不足（新規採用、離職防止、定着促
進）への対応

⚫ 利用者の災害（事故）、利用者を巻き込
んだ災害（事故）の防止

⚫ 働き方の質の向上による介護サービスの
質の向上（生産性向上）

職員の休業

サービス
低下

利用者の
事故等

過重労働

離職 介護職の
魅力低下

人材不足

生産性低下

事業継続に支障

信頼低下

労働災害
多発
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介護施設における労働災害防止について
（令和６年３月29日付け基発0329第3 4号・老発0329第10号）

厚生労働省では、介護者の腰痛予防や転倒防止のための具体的対策を示したリーフレットの周知を行っている。
また、補助金による中小事業者への設備・装備の導入や腰痛防止のための「ノーリフトケア」の導入への支援
等を行っているので、労働災害の現状とともに、市町村や介護事業者への周知等をお願いしたい。

【労働者の転倒による骨折等の防止】【腰痛等の動作による身体の部位の負傷の予防】
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介護施設における労働災害防止について
（令和６年３月29日付け基発0329第3 4号・老発0329第10号）

高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導等、労働者の
健康保持増進のためにエイジフレンドリー補助金を是非ご活用いただきたい。

高年齢労働者の労働
災害防止対策コース

転倒防止や腰痛予防の
ためのスポーツ・運動
指導コース

コラボヘルスコース

対 

象 

事 

業 

者

• 労災保険に加入している中小企業事業者 かつ、１年以上事業を実施
していること

• 役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること

• 高年齢労働者（６０
歳以上）を常時１名
以上雇用している

• 対象の高年齢労働者
が補助対象に係る業
務に就いている

• 労働者を常時１名以上雇用している
（年齢制限なし）

補 

助 

対 

象

• １年以上事業を実施
している事業場にお
いて、高年齢労働者
の身体機能の低下を
補う設備・装置の導
入その他の労働災害
防止対策に要する経
費（機器の購入・工
事の施工等）

• 労働者の転倒防止
や腰痛予防のため、
専門家等による運
動プログラムに基
づいた身体機能の
チェック及び専門
家等による運動指
導等に要する経費

• 事業所カルテや健
康スコアリングレ
ポートを活用した
コラボヘルス等、
労働者の健康保持
増進のための取組
に要する経費

上 

限 

額

補 

助 

率

補助率：１／２ 補助率：３／４

上限額：１００万円
（消費税を除く）

上限額：３０万円
（消費税を除く）

（ウ）暑熱な環境による労働災害防止対策（熱中症防止対策）

（ア）転倒・墜落災害防止対策

◆ 作業場所の床や通路のつまずき防止のための対策
◆ 作業場所の床や通路の滑り防止のための対策
◆ 転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入
◆ 階段の踏み面への滑り防止対策
◆ 階段への手すりの設置
◆ 高所作業台の導入（自走式は含まず。床面から２ｍ未満の物）

（イ）重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策（腰痛予防対策）

◆ 不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置
◆ 重量物搬送機器・リフトの導入（乗用タイプは含まず）
◆ 重筋作業を補助するパワーアシストスーツの導入
◆ 介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
◆ 介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
◆ 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)

 の修得のための教育の実施

（エ）その他の高年齢労働者の労働災害防止対策（交通災害防止対策）

従業員通路への
凍結防止装置の導入

移乗介助の際の
身体的負担を

軽減する機器の導入

① 高年齢労働者の労働災害防止対策コース

② 転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース
労働者の身体機能低下による「転倒」や「腰痛」の行動災害を防止するため、
身体機能維持改善のための専門家等による運動プログラムに基づいた身体機能
のチェック及び専門家等による運動指導等に要する費用を補助対象とします。

令和６年度エイジフレンドリー補助金（ 令和７年度も実施予定 ※今年度の申請受付期間は終了）
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介護施設における労働災害防止について
（令和６年３月29日付け基発0329第3 4号・老発0329第10号）

労働者が概ね100人未満の介護事業者等の安全衛生の専門家が職場にお伺いし、労働現場や作業の問題点を明
らかにして改善のアドバイスを無料で行っている。

中小規模事業場安全衛生サポート事業
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治療と仕事の両立支援について

高齢者の就労の増加や、医療技術の進歩等を背景に、病気を治療しながら働かれている方は年々増加してお

り、それを支える職場の環境整備が重要となっている。

資料出所：厚生労働省「国民生活基礎調査」

(万人)

１．入院者は含まない ２．15歳以上の者 ３．就業者数は世帯人員のうち「仕事あり」の者
４．2016年の数値は、熊本県を除いたもの

1519 
1738 1728 1824 

1977 2007 2076 
2266 2326 

5962
6173

6003
6149 5976 5997 5952 6161

5726

25.5%

28.2% 28.8%
29.7%

33.1%
33.5%

34.9%
36.8%

40.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

0
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7000

1998年 2001年 2004年 2007年 2010年 2013年 2016年 2019年 2022年

通院しながら働く人 就業者数 労働者に占める通院しながら働く人数の割合
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治療が必要な疾病を抱える労働者が、業務によって疾病を増悪させることなく、適切な治療を受けながら

就労を続けられるよう、事業場における両立支援のための取組事項をまとめたもの。

対象労働者 雇用形態いかんに関わらず
全ての労働者

対象疾患 反復・継続した治療が必要な
全ての疾病

◼ 事業者による基本方針の表明と労働者への周知

◼ 研修等による両立支援に関する社内啓発

◼ 相談窓口の明確化、社内における両立支援体制の整備

◼ 個人情報の取扱方法の明確化

◼ 治療内容や症状、業務内容や通院・通勤事情など個人の状況に配慮した休暇

制度・勤務制度等の整備

事業場における両立支援のための環境整備

（例）時間単位の有給休暇、病気休暇、時差出勤、テレワーク、短時間勤務等

事業場における両立支援の実施手順 労働者・主治医・企業間
の円滑な情報のやりとりを
支える各種様式例を掲載

労働者 主治医企 業

① 勤務情報提供支援 ② 勤務情報提供書

③ 主治医意見書④ 主治医意見書提出

⓪ 両立支援の申し出

⑤ 両立支援
 プランの
 作成

※治療と仕事の両立支援カード
を令和６年３月追加

治療と仕事の両立支援ガイドライン
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「地域両立支援推進チーム」による地域の取組の推進

設置目的

○ 各構成機関等における取組状況の情報共有

○ 治療と仕事の両立支援を促進するための各構成機関等の連携

○ 各地域における治療と仕事の両立支援取組事例の収集

○ 各地域における企業向け・患者向けパンフレットの作成 他

構成機関等

協議内容

○ 各都道府県労働局に「地域両立支援推進チーム」を設置（平成29年度～）

○ 治療と仕事の両立支援に関わる地域の関係者がネットワークを構築し、互いの取組の連携を図ることを

目的に活動

○ 事務局：都道府県労働局

○ 構成機関等：使用者団体や労働組合の推薦者、都道府県医師会、都道府県、産業保健総合支援センター、

地域の医療機関（がん診療連携拠点病院・労災病院等）、その他支援機関（ハローワーク・社労士会等）等

各都道府県労働局では、「地域両立支援推進チーム」を設置して、地方公共団体の皆様をはじめ、地域の関係
機関と連携を図りながら、治療と仕事の両立支援の取組を推進している。
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今後の労働安全衛生対策について（労働政策審議会 建議）の概要

○ 既存の労働災害防止対策に個人事業者等をも取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、
・ 個人事業者等自身が講じるべき措置を定める（規格を具備しない機械等の使用禁止、安全衛生教育の受講など）
・ 注文者等が講じるべき措置を定める（個人事業者等も含めた混在作業による災害防止対策の強化など）
・ 個人事業者等の業務上災害の報告制度を創設する
などの対応を行うことが適当。

１．個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

○ 危険な作業を必要とする機械等（ボイラー、クレーン等）に義務付けられている「製造許可」の一部や「製造時等検査」について、民間の登録機関が実施できる

範囲を拡大することが適当。

４．機械等による労働災害の防止の促進等

○ 化学物質の譲渡・提供者による危険性・有害性情報の通知義務の履行確保の観点から、通知義務違反に罰則を設けることが適当。

○ 化学物質の成分名が営業秘密に該当する場合には、代替名等の通知を認めることが適当。リスクアセスメントの実施に支障がないことを担保する観点から、

代替名等の通知を認めるのは、一定の有害性の低い物質に限定することが適当。

○ 個人ばく露測定について、測定の精度を担保するため、法律上の位置付けを明確にし、有資格者により実施しなければならないこととすることが適当。

３．化学物質による健康障害防止対策等の推進

○ ストレスチェックについて、現在努力義務となっている労働者数50人未満の事業場にも実施を義務とすることが適当。

○ 見直しに当たっては、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保することが適当。

２．職場のメンタルヘルス対策の推進

○ 高年齢労働者の労働災害を防止するため、必要な措置を講じることを事業者の努力義務とし、国が措置内容に関する指針を公表することが適当。

５．高齢者の労働災害防止の推進

○ 月経随伴症状や更年期障害等の女性特有の健康課題について、標準的な問診票である一般健康診断問診票に質問を追加することが適当。

○ 口腔保健指導の好事例を展開する等により、歯科受診に繋げる方策を検討することが適当。

６．一般健康診断の検査項目等の検討

○ 治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じることを事業者の努力義務とし、国が措置内容に関する指針を公表することが適当。

７．治療と仕事の両立支援対策の推進
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３ 働き方改革に関する対応について
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働き方改革の主な進捗について

H30.６ 働き方改革関連法成立

・時間外・休日労働時間の上限規制
・年５日の年次有給休暇の取得義務
・勤務間インターバル制度導入の努力義務 等

H31.４ 働き方改革関連法の施行（一部を除く）

R２. ４ 中小企業への時間外・休日労働時間の上限規制の施行

R５. ４ 中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引き上げ（50％）の施行

R６. ４ 適用猶予業種への時間外・休日労働時間の上限規制の施行

・建設業

・自動車運転の業務

・医師 など

25



時間外労働の上限規制の概要（一般業種）

• 時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間（限度時間）。

• 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80

時間以内（休日労働含む）。

※ 働き方改革関連法前は、大臣告示により限度時間等を定めていたが、臨時的な特別の事情がある場合の上限は定められてい

なかった。

※ 大企業では平成31年４月から、中小企業では令和２年４月、一部の業種・業務については令和６年４月から適用されている。

時間外労働の上限規制のイメージ

限度時間
１か月４５時間
１年３６０時間

など

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間＝１２か月

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限
（原則）

１か月４５時間
１年３６０時間

法律による上限
（原則）

法律による上限（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間以内（休日労働含む）
・月100時間未満（休日労働含む）

１年間＝１２か月

年間６か月まで
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3

令和６年４月１日から時間外労働の上限規制が適用された業種・業務

⚫以下の業種・業務は、業務の特性や取引慣行上の課題（※）から長時間労働となっている実態があるが、個々

の事業者の努力だけでは改善が難しいことから、５年間（令和６年３月31日まで）上限規制の適用が猶予さ

れ、その間に取引慣行や勤務環境の改善を行った上で、実態に即した形で上限規制を適用することとされた。

（※）建設業：短い工期で受発注がなされる 自動車運転の業務：荷物の積み下ろしの際に長時間の待機が発生する
医師：医師に業務が集中しやすい、医師偏在の状況がある
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業：季節によって極端な繁忙の差がある

建設業 一般業種と同じ。

ただし、災害時における復旧及び復興の事業については、時間外・休日労働を

単月100時間未満、複数月平均80時間以内とする規定は適用されない。

自動車運転の
業務

時間外労働：年960時間以下 （※１）

医師
時間外・休日労働：月100時間未満（※２）

年960時間以下（一般）or 年1860時間以下（救急医療、臨床・専門研修など）

鹿児島県及び
沖縄県における
砂糖製造業

一般業種と同じ。

※１ 拘束時間やインターバルについて、改善基準告示で別途定めている。
※２ 面接指導の実施により月100時間未満の上限は適用されない。 27



4

自動車運転者の「改善基準告示」の主な改正内容
（令和４年1 2月2 3日改正、令和６年４月１日適用）

1日の休息期間 １日の拘束時間 年・月の拘束時間 その他

トラック

【改正前】
継続８時間以上

【改正後】

継続 11 時間以上とするよう

努めることを基本、９時間を下限

※宿泊を伴う長距離運送の場合、
８時間下限が週２回まで可。
その場合、運行終了後
12時間以上を確保。

【改正前】
原則13時間以下、最大16時間
15時間超は週２回以内

【改正後】

原則13時間以下、最大 15 時間

14時間超は週２回までが目安

※宿泊を伴う長距離運送の場合、
  16時間が週２回まで可。

【改正前】
（原則）月 293 時間以内
（例外）月 320 時間以内

【改正後】

（原則）年 3,300 時間以内

かつ 月 284 時間以内

（例外）年 3,400 時間以内

かつ 月 310 時間以内

※１月の時間外・休日労働が 100時間
未満となるよう努める

・予期し得ない
事象に遭遇し
た場合の特例
（新設）

（その他個別の
規定あり）

タクシー

【改正前】
継続８時間以上

【改正後】

継続 11 時間以上とするよう

努めることを基本、９時間を下限

【改正前】
原則13時間以下、最大16時間

【改正後】

原則13時間以下、最大 15 時間

   14時間超は週３回までが目安

【改正前】
 月 299 時間以内（日勤）

【改正後】

 月 288 時間以内（日勤）

・予期し得ない
事象に遭遇し
た場合の特例
（新設）

バス

【改正前】
継続８時間以上

【改正後】

継続 11 時間以上とするよう

努めることを基本、９時間を下限

【改正前】
原則13時間以下、最大16時間
15時間超は週２回以内

【改正後】

原則13時間以下 最大 15 時間

14時間超は週３回までが目安

【改正前】
（原則）週65時間以内(４週平均)
（例外）週71.5時間以内（同上）
※月換算で 原則281（例外309）時間

【改正後】

（原則）年 3,300 時間以内

かつ 月 281 時間以内

（例外 ※貸切バス等乗務者の場合）

年 3,400 時間以内

かつ 月 294 時間以内など

※４週平均の基準も選択可

・予期し得ない
事象に遭遇し
た場合の特例
（新設）

・軽微な移動が
生じた場合の
特例（新設）
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国民向け周知広報について  （令和５年６月 2 8日～）

⚫自動車運転者、建設の事業等で、時間外労働の上限規制が遵守されるようにするためには、取引慣行上の課題などを改善して
いくことが必要。

⚫このためには、国民の理解や社会的な機運の醸成が不可欠となることから、令和５年６月以降、国民向けの広報を順次実施し

ている。

国民向け広報内容（ＰＲイベントの開催、動画、ポスターの作成など）

⚫自動車運転者・建設の事業で働く方について、荷主や発注者等の都合で長時間労働

になるケースがあること。

⚫自動車運転者・建設の事業での働き方を変えていくために、荷主、発注者、そして

国民にもできることのご協力をいただきたいこと。（例：再配達の削減など）

主な広報実施事項

・全国主要駅にポスターを掲載

・電車内ビジョンで広告を放映

・全国でテレビＣＭを放映

労働基準局広報キャラクター「たしかめたん」

令和６年度ＰＲ動画「はたらきかたススメver２」

←荷待ち時間の削減や荷役作業
の効率化に向けた取組を解説

週休２日を確保した適正
な工期設定を呼びかけ

→
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働き方改革ＰＲ動画「はたらきかたススメ  ve r .２（建設業編）」

⚫建設業の働き方改革の実現のため、厚生労働省では、国土交通省と連携して働き方改革ＰＲ動画を通じて、

工事の発注者・受注者に向けて、適正な工期・請負代金の設定（工期・金額のダンピングの禁止）を呼びかけている。

動画のポイント（知っていただきたいこと）

⚫建設業では週休２日が十分に確保できていない工事もまだ見受

けられることから、これを改善するための取組が業界全体で進

められていること。

⚫著しく短い工期が設定されると、土日も働かざるをえなくなり、

長時間労働につながってしまうため、工事の発注、受注に当

たっては、働く方の休日数も考慮した工期の設定をお願いした

いこと。

⚫また、不当に低い金額で契約が締結されると、建設業で働く方

の処遇改善も難しくなることから、工事を発注するときも、受

注するときも、働く方のことも考えて、適切な金額での契約を

お願いしたいこと。

２代目イメージキャラクター
労働基準局広報キャラクター「たしかめたん」

週休２日を確保した適正
な工期設定を呼びかけ

適切な請負代金の設定
は、働く方の処遇改善
につながることを周知

→

→
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働き方改革ＰＲ動画「はたらきかたススメ  ve r .２（トラック編）」

⚫トラックドライバーの働き方改革の実現のため、厚生労働省では、国土交通省と連携して働き方改革ＰＲ動画を通じて、

荷主に向けて荷待ち時間削減、荷役作業効率化に向けた協力を呼びかけている。

動画のポイント（知っていただきたいこと）

⚫トラックドライバーにとっては、荷物の積み下ろしの際の待機

時間が負担となっており、荷主の立場から何も対策をしなけれ

ば、2030年度には約34％の輸送能力が不足する可能性がある

と言われていること。

⚫荷主の方には、荷待ち時間の削減のため、適切な貨物の受取・

引渡し日時の指定、予約システムの導入などの取組をお願いし

たいこと。

⚫また、荷物の積みおろし作業の効率化のためにも、パレットの

導入などの工夫を進めていただきたいこと。

⚫さらに、トラックドライバーの処遇改善に向けて、「標準的運

賃」を参考に運賃や荷待ち・荷役作業等の料金などの見直しも

ご検討いただきたいこと。

⚫また、一般国民の立場においても、なるべく再配達にならない

ような配慮をお願いしたいこと。

２代目イメージキャラクター
労働基準局広報キャラクター「たしかめたん」

←荷待ち時間の削減や荷役作業
の効率化に向けた取組を解説

標準的運賃も周知→
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働き方改革ＰＲ動画「はたらきかたススメ  ve r .２（バス編）」

⚫バス運転者の働き方改革の実現のため、厚生労働省では、国土交通省と連携して働き方改革ＰＲ動画を通じて、

改善基準告示に即した適切な旅程やダイヤの設定に向けた協力を呼びかけている。

動画のポイント（知っていただきたいこと）

⚫バスの運行のスケジュールによっては、バス運転者が適度なタ

イミングで休憩がとれず、運転時間が長くなってしまうことも

あるため、貸切バスやコミュニティバス等を発注する際には、

行程やダイヤについてよく話合っていただきたいこと。

⚫一般国民の立場においても、バス運転者や、トラックドライ

バーが必要なときに休憩をとれるよう、パーキングエリア、

サービスエリアの駐車ルールは必ず守る（大型車の駐車スペー

スに一般車両を停めない）ようお願いしたいこと。

⚫また、バスの定刻どおりの運行、安全な運行のためにも、路線

バス停留所からの発車時には、進行の妨げにならないようバス

に道を譲るようにしていただきたいこと。

２代目イメージキャラクター
労働基準局広報キャラクター「たしかめたん」

←改善基準告示に沿った運
行の確保に向けた話合い
を呼びかけ

自動車運転者の休憩
時間の確保に向けて、
駐車ルールの遵守を
広く呼びかけ

→
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公共・民間工事発注者に協力を要請

⚫建設労働者の長時間労働の改善、賃上げに向けて、適正な工期・請負代金の設定についてより一層の協力を

  得るため、労働基準局長と不動産・建設経済局長が連名で、工事発注者に文書による要請を行った。

併せて、都道府県
労働局に対しても、
同様の要請を行う
よう指示。

本要請を全国に波
及させていく。

民間工事発注者（団体）に対しても

同様の要請を実施。

（民間工事）（公共工事）
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１

厚生労働省
厚生労働省HPにおいて情報収集

立入調査時に情報収集

※ 荷主への働きかけ等の実施に当たり、厚生労働省から提供された情報も活用
※ 国土交通省において、さらなる働きかけ等の実施のため、地方適正化事業実

施機関が行う巡回指導時の情報収集を周知徹底

労働基準監督署

発荷主

労働基準監督署による要請（令和４年1 2月2 3日～）

▸ 荷主企業に対し、労働基準監督署から配慮を要請

（要請の内容）長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないよう努めること。

運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知すること。

▸ 対象企業選定にあたり、厚生労働省HPや立入調査時に収集した情報を活用 ⇒ 国土交通省にも情報提供

運送業者

荷主への要請（新規）

情報提供（拡充）

着荷主

国土交通省

法に基づく「働きかけ」等

働きかけに活用

労働基準監督署による荷主への要請

令和４年12月～令和６年11月

実施件数 18,256件

令和５年10月～「標準的
運賃」についても周知
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「ストップ！長時間の荷待ち」の改定①

令和3年度の設置形態

⚫ 荷主等に対して、長時間の荷待ちの改善を更に促していくために、労働基準監督署による荷主への要請時に用いる

リーフレット「ＳＴＯＰ！長時間の荷待ち」を、最新の施策を踏まえて大きく改定した。
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「ストップ！長時間の荷待ち」の改定②

令和3年度の設置形態

⚫ 本リーフレットにより、改正物流法や、標準的運賃についても併せて周知している。
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バス発注者としての地方自治体への要請①（コミュニティバス等）

⚫バス運転者の労働環境の改善に向けて、国土交通省を通じて、市区町村等に改善基準告示を遵守することができるコミュニ
ティバス等のダイヤの設定について、協力を要請。

⚫都道府県労働局に対しても、同様の要請を行うよう指示しており、今後、こうした要請を全国に波及させていく。
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バス発注者としての地方自治体への要請②（スクールバス等）

⚫バス運転者の労働環境の改善に向けて、文部科学省を通じて、小中高校等に改善基準告示を遵守することができる貸切バス
（スクールバス、修学旅行バス）の行程の設定について、国土交通省と連名で協力を要請。

⚫都道府県労働局に対しても、同様の要請を行うよう指示しており、今後、こうした要請を全国に波及させていく。
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２  事業の概要・スキーム・実施主体等

１  事業の目的

自動車運転者の労働時間改善に向けた荷主等への対策事業

令和７年度当初予算案 １.9億円（１.7億円）※（）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収

○

労働基準局労働条件政策課（内線5525）

・ 自動車運転者は、①他業種の労働者と比較して長時間労働の実態にある ②業務における過重な負荷による脳・心臓疾患の労災支給決
定件数が最も多い職種となっている。 ⇒ 労働条件及び安全衛生の確保・改善が喫緊の課題。

・ 長時間労働の背景には、トラック運送業における荷主都合による手待ち時間の発生など、取引上の慣行から労働時間の短縮が進まない
等の問題あり。 ⇒ 荷主等の取引先との取引条件改善などの環境整備を強力に推進する必要がある。

・ 自動車運転の業務や建設の事業には令和6年度から上限規制の適用が開始されており、令和７年度以降も取引環境の改善等のための関
係法令が順次施行される。
⇒ 引き続き上限規制や改善基準告示について周知を行うとともに、荷主や発注者に対して、取引環境の改善を通じた長時間労働の削減

に取り組むようこれまで以上に促していくことが必要。

（１）荷主等に対する自動車運転者等の長時間労働削減のための情報発信

○ 取引環境改善に向けた企業・国民向け周知広報特設サイトの継続運用

○ 自動車ポータルサイトの継続運用

○ 建設労働者の労働環境改善に向けた特設サイトの開設・運用【新規】

（２）荷主等による自動車運転者等の長時間労働削減に資する取組の促進

○ 時間外労働の上限規制・改善基準告示の周知広報

○ 荷主等による取組事例の周知広報【新規】

●実施主体：委託事業（民間団体等）
●事業実績（令和５年度）：

・取引環境の改善に向けた企業・国民向け特設サイトアクセス件数 137万1,810件
・自動車ポータルサイトアクセス件数 64万7,448件

実施主体等

（２）について

取引環境改善
に向けた広報

・広報設計
・各種情報発信
・取組事例の広報
・広報効果の測定 など

取組事例
の提供

荷待ち・荷役時間
の削減に向けた
取組 など

委託先

荷主等

取引環境改善等

への理解・認識

事業者

長時間労働改善

労働環境改善

取組事例の広報
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いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ（いきサポ）

医師の働き方改革特設ページ

いきサポでは、各種研修および宿日直許可事例の掲載など、医療機関に必要とされる情報を集約しています。

初めての方向けページ

動画で医師の働き方改革を解説

厚労省 いきサポ 検索

解説スライド eラーニング
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センター

本部

北海道

センター

○○県

センター
○○県

センター

沖縄県

センター

２  事業の概要・スキーム、実施主体等

１  事業の目的

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

令和７年度当初予算案 30億円（31億円）※（）内は前年度当初予算額。
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収

1/2 1/2

雇用環境・均等局有期・短時間労働課
（内線5275）

労働基準局労働条件政策課（内線5524）

中小企業・小規模事業者等が働き方改革の意義を十分に理解し着実に実施することが必要であるため、本部及び47都道府県支部（都道府県センター）

から成る「働き方改革推進支援センター」を設置し、

○ 労務管理等の専門家による、働き方改革全般に関する窓口相談や、企業訪問やオンラインによるコンサルティングの実施

○ 企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施

○ 働き方改革全般に係る周知啓発及び総合的な情報発信

などの支援を行う。

実施主体：国から民間業者へ委託 事業実績（令和５年度）：窓口等における個別相談件数 約40,000件、コンサルティングによる相談件数 約37,000件

・来所、電話、メールによる相談

…

商工団体・業種別団体等

・商工団体等と連携した、
中小企業等に対するセミナー
の開催

中小企業等

働き方改革推進支援センター
・サイト等の運営による周知啓発、
総合的な情報発信
・専門家研修の実施（職務分析・職
務評価等）

・中小企業等の求めに応じ、訪問・
オンラインコンサルティングを実施

・セミナーの実施

47都道府県センター
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都道府県 医療勤務環境改善支援センターについて

◇ 医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）は、医療従事者の勤務環境改善を促進するための拠点として、各都道府県が設置。

※ 改正医療法（平成26年10月施行）に基づき、平成29年３月までに全都道府県に設置。都道府県の直接運営や県医師会や病院協会等の団体への委託により運営。

◇ 勤改センターには、医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士等）や、医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント等）が配置され、医療機関からの
相談に応じて、医療機関の勤務環境改善や医師の働き方改革の取組を支援。

医療従事者の勤務環境改善や
医師の働き方改革の取組等に関する相談

都道府県 医療勤務環境改善支援センター

相談に基づく助言/支援（電話相談、訪問支援）

医療機関の状況に応じたプッシュ型の助言/支援

概要

医療機関

勤改センター運営協議会

都道府県が主催。地域の行政機関や関係機関（※）が参画
し、医療従事者の勤務環境改善促進の地域の拠点として、
連携して医療機関の支援方針を決定。

※ 都道府県労働局、大学病院、都道府県医師会、看護協会、病
院団体、社会保険労務士会、 医業経営コンサルタント協会 等

・医療労務管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（都道府県労働局の委託事業：労務管理面の助言/支援）

・医業経営ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（都道府県の基金事業：診療報酬、関連補助制度の活用、

勤務環境改善に取り組む医療機関

組織ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・経営管理面の助言/支援）

※ 地域の関係者や、医療労務管理AD・医業経営
ADによる一体的な支援を実施。

医療従事者の勤務環境改善に関する助言・支援（例） 医師の働き方改革に関する助言・支援（例）

○勤務環境の改善に向けた取組方法やプロセス（勤務環境改善ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）
に関する助言・支援

・ 医療従事者に対するアンケート調査（満足度調査等）の実施

・ 多職種による意見交換会の実施、取組に関する計画作成支援 等

○具体的な取組への助言・支援（関係機関との連携）

・ ハラスメント対策、育児や介護との両立支援対策、メンタルヘルス対策、
医療従事者のキャリア形成等に関する助言、研修、好事例紹介等

○基本的な労務管理（労働時間管理、36協定等）に関する助言

○時間外・休日労働時間の特例を受ける医療機関の指定申請に向けた取組支援

・ 労働時間短縮計画の作成支援、医療機関勤務環境評価センターの評価受審支援等

○長時間労働医師に対する面接指導、勤務間インターバルの実施に関する取組支援

○医師に関する適切な労務管理に関する助言

・ 副業・兼業、研鑽、宿日直許可取得後の適切な労務管理等

○医師の労働時間短縮に向けた具体的な取組への助言・支援

・ 労働時間短縮計画を実行していくためのPDCAサイクル実施のための助言

・ タスク・シフト/シェア、ICTの導入等に関する助言、研修、好事例紹介等
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２  事業の概要・スキーム

○ 生産性向上に向けた設備投資等の取組に係る費用を助成し、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援。
○ 建設業、自動車運転者、医師等のほか、｢過労死等の防止のための対策に関する大綱｣で指摘される情報通信業や宿泊業等も含め、特に時間外労働が長い

業種等に対しては引き続き手厚い支援を実施。

１  事業の目的

働き方改革推進支援助成金

令和７年度当初予算案  92億円（71億円）※（）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収

○

労働基準局労働条件政策課（内線5524）

コース名 成果目標 助成上限額※１、※２（補助率原則3/4（団体推進コースは定額））

業種別課題対応コース
（長時間労働等の課題を抱える業種等
を支援するため、労働時間の削減等に
向けた環境整備に取組む中小企業事業
主に助成）

建設事業
① 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減

② 年休の計画的付与制度の整備

③ 時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備

④ 新規に勤務間インターバル制度を導入

 ※自動車運転の業務は10時間以上

 その他は９時間以上

⑤ 所定休日の増加

⑥ 医師の働き方改革の推進

⑦ 勤務割表の整備

①～⑤の何れかを
１つ以上

①：250万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円、
④：150万円（11H以上）等、⑤：100万円（４週４休→４週８休）等

自動車運転の業務
①～④の何れかを
１つ以上

①：250万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円、
④：170万円（11H以上）等

医業に従事する医師
①～④又は⑥の
何れかを１つ以上

①：250万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円、
④：170万円（11H以上）等、⑥：50万円

砂糖製造業
（鹿児島県・沖縄県に限る）

①～④又は⑦の
何れかを１つ以上

①：250万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円、
④：150万円（11H以上）等、⑦：350万円

その他長時間労働が
認められる業種

①～④の何れかを
１つ以上

①：250万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円
④：150万円（11H以上）等

労働時間短縮・年休促進支援コース
（労働時間の削減や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組
む中小企業事業主に助成）

① 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減

② 年休の計画的付与制度の整備

③ 時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備

①～③の何れかを
１つ以上 ①：150万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円

勤務間インターバル導入コース
（勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対し助成）

新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入すること 勤務間インターバルの時間数に応じて、以下の助成上限額となる
・９～11H：100万円 ・11H以上：120万円

団体推進コース
（傘下企業の生産性の向上に向けた取組を行う事業主団体に対し助成）

事業主団体が、傘下企業のうち１/2以上の企業について、その取組
又は取組結果を活用すること

上限額：500万円（複数地域で構成する事業主団体（傘下企業数
が10社以上）等の場合は1,000万円）

※１ 賃上げ加算制度あり（団体推進コースを除く）：賃金を３％以上引き上げた場合、その労働者数に応じて助成上限額を更に６万円～最大60万円加算（５％以上（24万円～最大240万円加算）７％以上
（36万円～360万円加算））。なお、常時使用する労働者数が30人以下の場合の加算額は２倍。

※２ 成果目標の達成状況に基づき、各助成上限額を算出するものであるが、選択する成果目標によってその助成上限額（最大値）が異なる。

○実施主体：都道府県労働局 ○令和５年度支給件数 4,095件 支給額 50億円

○ 助成対象となる取組（生産性向上等に向けた取組）：①就業規則の作成・変更、②労務管理担当者・労働者への研修（業務研修を含む）、③外部専門家によるコンサルティング、 ④労務管理用機器等の
導入・更新、⑤労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新（※月60時間を超える時間外労働が恒常的に認められる企業に対しては、乗用自動

車及びPCに係る助成対象の要件を一部緩和） 、⑥人材確保に向けた取組
（団体推進コースは、①市場調査、②新ビジネスモデルの開発、実験、③好事例の周知、普及啓発、④セミナーの開催、⑤巡回指導、相談窓口の設置 等）
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４ 過労死等防止対策の推進について
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過労死等の防止のための対策について

２．地方公共団体が取り組む重点対策（大綱の第４の１）

⚫ 過労死等の防止のための対策は、過労死等防止対策推進法（平成26年法律第100号）及び法に基づき定めた「過労
死等の防止のための対策に関する大綱」（以下「大綱」という。）により推進している。大綱は、おおむね３年を目
途に、必要があると認めるときに見直しを行うとされており、直近では令和6年8月2日付けで変更（閣議決定）した。

＜過労死等の防止のための対策＞

⚫大綱には、過労死等防止対策推進法第8条から第11条までに規定された四つの対策を主に記載。

実施主体：国 実施主体：国・地方公共団体

⚫   国が行う対策に協力するとともに、この対策を参考に、地域の産業の特性等の実情に応じて取組を進めるよう努める。対策に取り組
むに当たっては、国と連携して地域における各主体との協力・連携に努める。

⚫   地方公務員を任用する立場からの対策を推進し、それぞれの職種の職務の実態を踏まえた対策を講ずるよう努める。

１．大綱で定める対策

調査研究等
（同法第8条）

啓発
（同法第9条）

相談体制の整備等
（同法第10条）

民間団体の活動に対する支援
（同法第11条）

◯ 啓発

◯ 相談体制の整備等

◯ 民間団体の活動に対する支援

➢  「過労死等防止対策推進シンポジウム」等への協力・後援等の支援を行うよう努める。

➢  国等が設置する相談窓口との連携に努める。

➢  住民が過労死等に対する理解を深めるとともに、その防止の重要性を自覚し、関心と理解を深めるため、住民に
対する啓発を行うよう努める。

➢  若年者に対する労働条件に関する知識の付与について、国と協働して、大学等での啓発とともに、中学校・高等
学校等において、生徒に対して労働に関する指導の充実に努める。

➢  地域の産業構造や労働時間等の実態に合わせて、企業等に対する啓発を行うとともに、年次有給休暇の取得促進
について、地域のイベント等に合わせた計画的な取得を働きかけるとともに、地域全体の気運の醸成に努める。

➢  過重労働による健康障害の防止、職場におけるメンタルヘルス対策、ハラスメントの予防について、
国と協働して、周知・啓発を行うよう努める。

令和６年ポスター
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過労死等防止対策大綱（令和６年８月２日閣議決定）の数値目標

○ 過労死をゼロとすることを目指し、労働時間、勤務間インターバル制度、年次有給休暇及びメンタルヘルス対策について、数
値目標を設定する。

○ 公務員についても、目標の趣旨を踏まえ、各職種の勤務実態に応じた実効ある取組を推進する。

変更後の目標

１ 週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を５％以下（令和10年まで）
特に、重点業種等のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合が高いものについて重点的に取組を推進する。

２ 勤務間インターバル制度（令和10年まで）
①労働者数30人以上の企業のうち、制度を知らなかった企業割合を５％未満
② 労働者数30人以上の企業のうち、制度を導入している企業割合を15％以上
 特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。

３ 年次有給休暇の取得率を70％以上（令和10年まで）

４ メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80％以上（令和９年まで）

５ 労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を50％以上（令和９年まで）

６ 自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合を50％未満（令和９年まで）
なお、前大綱の数値目標であった「仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者割

合」についても継続的に注視する。
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５ 建設アスベスト給付金制度について
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６ 都道府県労働委員会の委員の任命について
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都道府県労働委員会の委員の任命について（周知）

昭和24年７月29日付発労第54号「地方労働委員会の委員の任命手続について」（抄）

前文（略）

一 労働委員会が三者構成の合議体である性格に鑑み、労働委員会委員はすべてこれが運営に理解と実行力を有し、かつ

申立人の申立内容等をよく聴取し、判断して、関係者を説得し得るものであり、自由にして建設的な組合運動の推薦に

協力し得る適格者であること。

二 労働者委員については特に次の点に留意すること。

１ 貴管下総べての組合が積極的に推薦に参加するよう努めるとともに、推薦に当つては、なるべく一組合から委員

定数の倍数を推薦せしめるよう配慮すること。

２ 委員の選考に当つては、産別、総同盟、中立等系統別の組合数及び組合員数に比例させるとともに貴管下の産業

分野、場合によつては地域別等を充分考慮すること。なお委員についてはなるべく所属組合をもつものであるよう

留意するとともに労働組合法第二条但し書第一号の規定に該当しない者であること。

三 使用者委員については、貴管下の系統別、産業分野等を充分考慮すること。

四 公益委員については、準司法的機能を果す点から特に専門別(法律、経済等)を充分考慮の上、政党政派に偏せず、

その主義主張において真に中正な人物を選ぶこと。（以下略） 53



７ フリーランスの就業環境整備について
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８ 各施策の照会先一覧
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施策事項（資料ページ） 所管課室 担当係 担当者 内線

最低賃金の引上げ 賃金課 政策係 大宮、亀谷 5373

介護施設等における労働災
害

安全衛生部安全
課

サービス産業・マネジメント班 白倉 5487

治療と仕事の両立支援
安全衛生部労働
衛生課

メンタルヘルス対策・治療と
仕事の両立支援推進室
両立支援係

阪井 5578

働き方改革に関する対応 労働条件政策課 企画係 小嶋、多田隈、安田 5664

過労死等防止対策の推進に
ついて

総務課 過労死等防止対策推進室 嶺山、阿部 5526

建設アスベスト給付金制度 労災管理課
建設石綿給付金認定等業務
室給付金管理係

渡辺 #72-339

都道府県労働委員会の委員
の任命

労働関係法課 法規係 津田、中野 5200

フリーランスの就業環境整備 労災管理課 企画法令係
川田、大迫、濱田、
長手

5209

フリーランスの就業環境整備 監督課 企画係 鈴木、安住、武藤 5423

労働基準局　施策照会先一覧　（厚生労働省代表電話　０３－５２５３－１１１１）
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